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国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令等の一部を改正する政令の 

施行について 

 

国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令等の一部を改正する政令

（平成 28 年政令第 76 号）が本日公布され、同日から施行するとされたところ

である。 

 このうち国民健康保険に関する改正内容は下記のとおりであるので、その旨

御了知の上、貴都道府県内保険者へ周知徹底を図られたい。 

 

記 

 

第１ 改正内容 

（１） 国民健康保険組合に対して国が負担する平成 27 年度に係る事務費負

担金（介護納付金の納付に係るものを除く。）の算定基礎となる被保険

者一人当たりの基準額を 652円から 645円に改定し、介護納付金の納付

に係る事務費負担金の算定基礎となる介護保険第二号被保険者一人当

たりの基準額を 52円から 53円に改定すること。 

（２） 平成 27 年度に係る国民健康保険組合における療養給付費等に対する

国庫補助金については、平成 27年３月１日から平成 28年２月 29日ま

での間における療養の給付等に要した費用の額に基づいて算定するも

のとし、平成 28 年３月分の療養の給付に相当する国民健康保険組合に

おける療養給付費に対する国庫補助金については、平成 28 年度におい

て補助するものとすること。 

 

第２ 施行期日 

公布日（平成 28年３月 24日。平成 27年度分の負担金等から適用する。） 

 


